
【保管場所法第６条で規定する、標章を交付しなければならない時期】
 ○　紙（窓口）申請　～ 証明書を交付したとき
 ○　ＯＳＳ申請　～　証明通知を行ったとき（「証明可」決裁と同一タイミング）
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保管場所標章交付要否の判断

受理 決裁 証明書交付

受理 決裁 証明書交付

受理 決裁 証明書交付

受理 決裁 証明書交付

標章交付あり

標章交付なし（標章を交付する用意をしていても交付しない）

標章交付なし

標章交付なし

受理 証明通知（「証明可」決裁）

標章交付あり（４月１日以降も標章交付手数料を納付しない限り手続きが進まない）

受理 証明通知（「証明可」決裁）

標章交付なし

受理 証明通知（「証明可」決裁）

標章交付なし


